
　　　　① 0 市町
　　　　② 49 市町
　　　　③ 14 市町
　　　　④ 0 市町

⑤ 0 市町
　　　　⑥ 0 市町

⑦ 0 市町
　　　全県 63 市町

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町
白岡市

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市
蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町
坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町
長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

改定市町 ４９市町

新規作成市町村　１４市町村

洪水浸水想定区域図等の公表（県） R2.5/26公表 すべての県管理河川における水害リスクを明らかに

洪水ハザードマップの作成及び改良について

◇ 洪水浸水想定区域の改定により、従前の洪

水ハザードマップの改定が必要（４９市町）

◇ 新たに１４市町村においても、水害リスク

情報図の作成により、減災対策協議会に

おける合意事項として、洪水ハザード

マップの新たな作成が必要

◇ 水防法に基づき、県管理の１８河川を対象に、想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定

区域図を改定・公表

◇ 水防法では義務づけがない１４８の県管理河川についても、水害リスク情報図として独自に

作成・公表

洪水ハザードマップの改定・新規作成

洪水ハザードマップの改定・作成（市町村）

議事（４）
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洪水ハザードマップ作成及び改良状況について

洪水ハザードマップの改定・作成（R3.4.30時点）

埼玉県知事から市町村長に令和３年度までに作成・改定を要請

改定・作成済み
（令和３年４月末まで）

２７市町

令和２年度に着手
令和３年度に完成

９市町

令和３年度に着手 ２７市町村
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河 砂 第 ２ ０ ０ 号 

令和２年７月２２日 

  各市町村長 様 

埼玉県県土整備部長（公印省略） 

洪水ハザードマップの作成や周知・利活用の取組促進について（通知） 

県の河川砂防行政の推進につきましては、日頃格別の御理解、御協力を賜り、厚くお

礼申し上げます。 

さて、「令和２年７月豪雨」では、球磨川が決壊した熊本県をはじめ、九州地方にと

どまらず、全国各地で多くの被害が発生しています。 

豪雨の激甚化が年々進む中、本県においても、令和元年東日本台風の際を上回る豪雨

がいつ起きてもおかしくない状況です。 

標題の件については、令和２年４月６日付河砂第１９号、各市町村水防担当課長あて

埼玉県県土整備部河川砂防課長名にて通知していますが、現下の状況に鑑み、下記のと

おり、取組促進の加速をお願いします。 

記 

１ 洪水ハザードマップの作成・改定の加速について 

 県では令和２年５月２６日に、県が管理する河川を対象に、水防法に基づき、洪水浸

水想定区域図を指定・公表するとともに、埼玉県管理河川の氾濫に関する減災対策協議

会における合議に基づき、水害リスク情報図を作成・公表しました。 

 これらを受け、貴職におかれては、既に洪水ハザードマップの作成・改定を進めてい

ると思いますが、できる限り早急に公表・配布して頂けますよう、検討の加速をお願い

します。また、進展を把握するため、公表次第、当職に報告頂けますようお願いします。 

なお、県においては、河川砂防課内に技術相談窓口を設置し、数値データや図面デー

タの提供のほか、技術的な助言など積極的にサポートを行っています。

参考として、国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室による手引きやツ

ールがありますので御活用ください。 

  ・「水害ハザードマップ作成の手引き」（平成２８年４月） 
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ハザードマップをより効果的な避難行動に直結する利用者目線に立ったものと

するため、従来の各種手引きを統合するとともに改定されています。（別紙１） 

・水害ハザードマップ作成支援ツール

ハザードマップを市町村職員が直営で容易に作成できるよう、負担軽減を図るこ

とを目的に公表されています。（別紙２） 

２ 洪水ハザードマップの作成・改定までの当面の措置について 

 洪水ハザードマップを作成・改定されるまでの間、県が作成・公表した洪水浸水想定

区域図等を活用し、住民等に対し、自宅や勤務先、避難所、避難経路などの浸水リスク

を周知していただきますようお願いします。 

 これに資するものとして、洪水浸水想定区域図等を基に、市町村ごとに縮尺を拡大し、

高画質とした図面（市町村別水害リスク情報図）を７月中に提供する予定です。 

３ 洪水ハザードマップ等の周知方法の多様化について 

 洪水ハザードマップ及び市町村別水害リスク情報図については、住民等に広く周知す

ることが重要であり、そのための方法について以下に例を示すので、積極的な検討をお

願いします。 

  例）・各戸配布や広報紙への掲載 

・公共施設や学校の掲示板及び鉄道やバス車内の広報スペースの活用

・インターネットや地域ケーブルテレビによる配信

・市街地の電柱などに想定浸水深や実績浸水深の掲示 など

  担当：河川砂防課防災担当 佐々木、関口 

  電話：０４８－８３０－５１３７ 
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